
特定原産地証明書受領時に「JCCI特定原産地証明書発給システム」にて 

「留意すべき事項」をご確認ください。 

～ ８月２日（月）から確認可能 ～ 

 

平成２２年６月１５日 

日本商工会議所 

 

これまで各発給事務所にて特定原産地証明書を発給する際に、各案件の当該協定毎に「経

済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律」第４条３項に定められた「留

意すべき事項」を発給申請者にお渡ししておりましたが、８月２日（月）より、JCCI 特定原

産地証明書発給システムの引換書・受領書メニューでご覧いただけることとなりました。 

つきましては、８月２日（月）以降に、発給システムから引換書／受領書を印刷し、特定

原産地証明書を受領される際は、該当案件の「留意すべき事項」を本発給システムにて必ず

ご確認いただけますようお願いいたします。 

 

１．開始時期      ８月２日（月）から 

２．確認方法 

【１】メインメニュー ⇒ 引換書・受領書印刷 

 

  

【２】該当案件の協定名をクリック 

 



【３】該当案件の「留意すべき事項」を確認 （タイの例） 

 

 

＜参考＞引換書と受領書について 

 ・引換書印刷：納入方法「現金」あるいは「振込(事前振込)」で受取方法「窓口」の案件 

 ・受領書印刷：後日振込対象企業の申請者が、納入方法で「後日(後日振込)」を選択され 

た案件 ※受領書の取り扱いについては変更なし。詳細説明はこちら 

 

＜本件問合せ先（発給申請事務所）＞ 

発給申請事務所 Ｔ Ｅ Ｌ 

札幌事務所  （札幌商工会議所内） ０１１－２３１－１３３２ 

仙台事務所  （仙台商工会議所内） ０２２－２６５－８１８５ 

黒部事務所  （黒部商工会議所内） ０７６５－５２－０２４２ 

 千葉事務所  （千葉商工会議所内） ０４３－２２７－４１０１ 

 東京事務所  （東京商工会議所内）  ０３－３２８３－７７７１ 

 横浜事務所  （横浜商工会議所内）  ０４５－６７１－７４０６ 

 浜松事務所  （浜松商工会議所内）  ０５３－４５２－１１１２ 

 清水事務所  （静岡商工会議所内）  ０５４３－５３－３４０１ 

 富士事務所  （富士商工会議所内）  ０５４５－５２－０９９５ 

 名古屋事務所 （名古屋商工会議所内）  ０５２－２２３－５７２０ 

http://www.jcci.or.jp/gensanchi/juryosho.pdf


発給申請事務所 Ｔ Ｅ Ｌ 

 蒲郡事務所  （蒲郡商工会議所内）  ０５３３－６８－７１７１ 

 豊川事務所  （豊川商工会議所内）  ０５３３－８６－４１０１ 

 四日市事務所 （四日市商工会議所内）  ０５９－３５２－８１９１ 

 福井事務所  （福井商工会議所内）  ０７７６－３３－８２５３ 

 京都事務所  （京都商工会議所内）  ０７５－２１２－６４１０ 

 大阪事務所  （大阪商工会議所内）  ０６－６９４４－６２１６ 

 神戸事務所  （神戸商工会議所内）  ０７８―３０３－５８０６ 

 広島事務所  （広島商工会議所内）  ０８２－２２２－６６５１ 

 福山事務所  （福山商工会議所内）  ０８４－９２１－２３４９ 

 高松事務所  （高松商工会議所内）  ０８７－８２５－３５０１ 

 福岡事務所  （福岡商工会議所内）  ０９２－４４１－１１１７ 

 ＜日本商工会議所国際部 特定原産地証明担当 ＴＥＬ：（０３）３２８３－７８５０＞ 


